
７
月
17
日
は
計
り
の
定
期
点
検

▼
日
時　
７
月
17
日
（
火
）

　
　
　
　
10
時
30
分
〜
14
時
30
分

▼
場
所　
役
場
裏
側
出
入
り
口
付
近

▼
対
象　
特
定
計
量
器
（
取
引
や
証
明
に
使
う

計
量
器
）

※
検
査
を
受
け
な
い
で
使
用
す
る
と
罰
せ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問　
産
業
課　
商
工
観
光
交
流
係

　
　
☎
52

－

２
１
１
１
（
内
線
４
０
６
）

少
額
負
担
で
木
造
住
宅
耐
震
診
断

木
造
耐
震
診
断
士
派
遣
事
業
で
は
、
少
な
い
費

用
負
担
で
木
造
住
宅
耐
震
診
断
士
の
診
断
と
耐

震
改
修
の
た
め
の
補
強
計
画
を
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
助
成　
診
断
士
派
遣
費
用
の
10
分
の
９

▼
申
込　
11
月
22
日
（
木
）

※
対
象
と
な
る
住
宅
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
次

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
役
場
環
境
整
備
課 

建
設
係

　
　
☎
52

－

２
１
１
１
（
内
線
２
７
５
）

地
域
公
民
館
大
会
へ
ご
参
加
を

▼
日
程　
①
東
郷
地
域　
７
月
26
日
（
木
）

　
　
　
　
　
明
安
地
域
多
目
的
集
会
施
設

　
　
　
　
②
金
山
地
域　
７
月
27
日
（
金
）

　
　
　
　
　
十
日
町
公
民
館

　
　
　
　
③
中
田
地
域　
８
月
３
日
（
金
）

　
　
　
　
　
旧
中
田
小
学
校

　
　
　
　
④
有
屋
地
域　
９
月
（
日
程
は
調
整
中
）

　
　
　
　
有
屋
小
学
校

　
　
　
　
※
時
間
は
い
ず
れ
も
19
時
〜

問　
金
山
町
中
央
公
民
館

　
　
☎
52

－

２
９
０
２

身
体
障
害
者
福
祉
協
会
員
の
募
集

身
体
障
害
者
福
祉
協
会
は
、
積
極
的
な
社
会
参

加
を
目
指
す
仲
間
で
組
織
さ
れ
る
全
国
ネ
ッ
ト

の
団
体
で
す
。
と
も
に
障
が
い
に
対
す
る
理
解

と
保
護
の
理
念
を
啓
発
普
及
し
ま
せ
ん
か
？

▼
活　
動　
①
ス
ポ
ー
ツ
練
習
・
大
会
・
作
品
作

り
・
会
員
研
修
会
・
親
睦
会
な
ど

　
　
　
　
　
②
身
障
手
帳
の
活
用
・
町
サ
ー
ビ

ス
に
関
す
る
問
合
せ
の
取
り
次
ぎ

▼
年
会
費　
１
，
０
０
０
円

問　
金
山
町
身
体
障
害
者
福
祉
協
会 

事
務
局

　
　
（
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
内
）

　
　
☎
52

－

２
０
９
９

納
涼
花
火
大
会
記
念
花
火
の
募
集

金
山
町
納
涼
花
火
大
会
で
の
記
念
花
火
の
打
ち

上
げ
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
添

え
て
世
界
に
ひ
と
つ
だ
け
の
花
火
を
打
ち
上
げ

て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
大
会
日　
８
月
16
日
（
木
）

▼
場　
所　
金
山
川
河
川
敷

▼
内　
容　
結
婚
・
出
産
記
念
、
米
寿
な
ど

▼
料　
金　
次
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
を

問　
金
山
町
花
火
大
会
実
行
委
員
会

　
　
（
も
が
み
北
部
商
工
会
金
山
支
部
内
）

　
　
☎
52

－

２
３
４
９

Ｂ
型・Ｃ
型
肝
炎
の
無
料
検
査

肝
臓
週
間
に
あ
わ
せ
、
匿
名
・
無
料
で
Ｂ
型
・

Ｃ
型
肝
炎
の
相
談
・
検
査
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時　
７
月
24
日
（
火
）
９
時
〜
19
時

▼
場
所　
最
上
保
健
所

▼
検
査　
Ｈ
Ｂ
ｓ
抗
原
定
性
検
査
、Ｈ
Ｃ
Ｖ
抗

体
価
検
査

※
結
果
は
１
〜
２
週
間
後
に
判
明
し
ま
す

問　
最
上
保
健
所

　
　
☎
29

－

１
２
６
８

最
上
地
域
議
員
協
議
会

地
域
の
課
題
や
施
策
等
に
つ
い
て
、
地
元
議
員

が
審
議
を
行
い
ま
す
。

▼
日
時　
７
月
19
日
（
木
）
13
時
〜

▼
場
所　
最
上
総
合
支
庁 

講
堂

▼
申
込　
当
日
受
け
付
け

問　
県
議
会
事
務
局

　
　
☎
０
２
３

－

６
３
０

－

２
８
４
１

消
防
学
校
小
学
校
一
日
研
修

消
防
学
校
と
防
災
学
習
館
の
施
設
を
利
用
し
、

消
防
ポ
ン
プ
車
の
放
水
、
地
震
体
験
な
ど
の
研

修
を
行
い
ま
す
。

▼
日
時　
７
月
29
日
（
日
）
10
時
〜
15
時

▼
場
所　
県
消
防
学
校
（
三
川
町
）

▼
対
象　
小
学
生
と
そ
の
保
護
者

▼
費
用　
ひ
と
り
５
０
０
円

▼
申
込　
７
月
19
日
（
木
）
締
め
切
り

問　
県
消
防
学
校

　
　
☎
０
２
３
５

－

６
６

－

２
０
２
２

マ
ス
コ
ミ
用
連
絡
ボ
ッ
ク
ス

「
ゆ
め
り
あ
」に
あ
る
情
報
案
内
セ
ン
タ
ー
に
、

マ
ス
コ
ミ
へ
の
取
材
依
頼
や
情
報
提
供
を
す
る

た
め
の
連
絡
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
し
ま
し
た
。

サ
ー
ク
ル
や
団
体
な
ど
で
周
知
し
た
い
も
の
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問　
最
上
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合

　
　
☎
22

－

２
６
７
４

「
新
南
祭
」に
い
こ
う
！

▼
日
時　
７
月
22
日
（
日
）
10
時
〜
14
時

　
　
　
　
※
一
般
公
開

▼
場
所　
新
庄
南
高
等
学
校

▼
内
容　
文
化
部
の
作
品
展
示
・
発
表
、
生
徒

会
企
画
、
ク
ラ
ス
企
画
、
模
擬
店
な
ど

問　
県
立
新
庄
南
高
等
学
校

　
　
☎
22

－

１
５
４
７

明
る
い
や
ま
が
た
夏
の
安
全
県
民
運
動

▼
期
間　
７
月
20
日
〜
８
月
19
日

▼
目
的

　
夏
は
長
期
休
暇
、
レ
ジ
ャ
ー
、
暑
さ
に
よ
る
気

の
ゆ
る
み
や
疲
労
な
ど
か
ら
交
通
事
故
や
水
の
事

故
等
が
多
く
な
り
、
ま
た
、
青
少
年
の
非
行
や
身

近
な
犯
罪
等
も
多
く
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
時
期
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
の
事
故
を
防
止

す
る
と
と
も
に
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る

た
め
、
県
民
総
ぐ
る
み
の
運
動
を
推
進
し
「
安
全

で
明
る
い
や
ま
が
た
」
を
創
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。
飲
酒
運
転
は
「
し
な
い
・
さ
せ
な
い
・

許
さ
な
い
」
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

広報かねやま　2018.7 ⑫広報かねやま　2018.7⑬

お知らせ掲示板
介護保険制度が変わります

【問い合わせ】役場健康福祉課 医療介護係　☎52－2111（内線 268）

今年度、介護保険制度の内容が改正されます。
パンフレット「わたしたちの介護保険」（本号と
同時配布）に制度の説明を掲載しています。

介護保険料が全体的に見直されます

パンフレット４ページ

　介護保険料は３年ごとに見直されます。現在までに介
護サービスで使われた介護保険の費用などを基に算出さ
れた、今後３年間で必要な介護保険料の見込額から、各
段階に該当する方々の人口構成と調整率に応じて保険料
を決定しています。
　今後、月々の介護保険料の増額を抑える一番の方法は
「介護サービスを利用しなくても良いように、心身の健

康を保つ」ことに尽きます。町民の皆さんが健康を保っ
て、住み慣れたご自宅で元気に暮らすことが、家計の負
担を軽減する結果となるのです。
　ぜひ「介護予防サービス」を利用し、楽しみながら心
身の健康を維持してみてはいかがでしょうか。町の介護
保険事業計画などについては、パンフレット「わたした
ちの介護保険」に概要が掲載されています。

ポイント

１

介護保険サービスが２割負担の方のうち 一定所得以上の方は３割負担に変更

パンフレット８ページ

ポイント

２

介護・医療保険が高額になった際の負担軽減について一定所得以上の方の限度額が変更

パンフレット15ページ

ポイント

３

福祉用具貸与事業者の貸与価格を適正にするための制度が変更

パンフレット13ページ

ポイント

４

新たな介護保険施設として「共生型サービス事業所」・「介護医療院」が創設

パンフレット９・11ページ

ポイント

５

生活保護受給者または世帯全員住民税非課税
（課税年金収入等が80万円以下）第１段階 基準額の45％

第２段階 基準額の75％

第３段階 基準額の75％

第４段階 基準額の90％

第５段階 基準額

第７段階 基準額の130％

第８段階 基準額の150％

第６段階 基準額の120％ 95,040

第９段階 基準額の170％

35,640

59,400

59,400

71,280

102,960

118,800

134,640

世帯全員住民税非課税
（課税年金収入等が80万円超～120万円以下）
世帯全員住民税非課税
（課税年金収入等が120万円超）

本人住民税課税者（本人所得が120万円未満）

本人住民税課税者（本人所得が300万円以上）

本人住民税非課税者
（課税年金収入等が80万円以下）

本人住民税課税者
（本人所得が120万円以上200万円未満）
本人住民税課税者
（本人所得が200万円以上300万円未満）

本人住民税非課税者
（課税年金収入等が80万円超）

79,200
（月額 6,600）

所得段階 調整率 対象者 年額保険料（円）


